
 

 

 

地方独立行政法人名張市立病院の中期計画の認可及び関連予算について 

 

１．地方独立行政法人名張市立病院の中期計画の認可について 

（１）目的 

令和７年１０月の地方独立行政法人名張市立病院（以下「法人」といいます。）の

設立に向けて、同年３月に策定した中期目標を達成するための具体的な計画である中

期計画（案）について、諮問機関である地方独立行政法人名張市立病院評価委員会の

意見を踏まえ、資料②のとおり作成しました。 

地方独立行政法人法の規定により、本市が中期計画を認可するに当たり、議会の議

決を経ることとされていますので、法人設立日（同年１０月１日）において、法人の

理事会で決定され、市長に提出された後、議案として提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中期目標及び中期計画の検討過程 

 

【地方独立行政法人法第２５条第１項】 

〇 設立団体の長は、３年以上５年以下の期間において地方独立行政法人が達成す

べき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、当該中期目標を当該地方独立行

政法人に指示するとともに、公表しなければならない。 

【地方独立行政法人法第２６条第１項】 

〇 地方独立行政法人は、前条第１項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、

当該中期目標を達成するための計画を作成し、設立団体の長の認可を受けなけれ

ばならない。 

【地方独立行政法人法第８３条第３項】 

〇 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第２

６条第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければ

ならない。 
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（３）中期計画（案）の概要 

ア 計画期間 

令和７年１０月１日から令和１１年３月３１日まで（３年６か月） 

イ 計画の目的 

法人の目的は、中期目標に基づき、地域住民に良質かつ安全な医療を提供すると

ともに、地域の医療機関及び本市と連携して地域住民の健康の維持及び増進に寄与

することです。そのため、二次救急、小児救急等の政策的医療を確実に実施し、地

域の医療提供体制において主体的な役割を果たしていく必要があります。 

中期計画の第１期計画期間では、強固な組織体制の構築と看護師不足に起因する

喫緊の課題の解消に注力し、中期目標の達成に向けて取組を着実に前に進めるべく、

具体的な取組内容、目標指標、収支の見通し等を示します。 

ウ 主な取組と目標 

第１期計画期間においては、法人の主要な課題である強固な組織体制の構築と看

護師不足の解消に向けて、次のように取組と目標を定めました。 

・地域に必要な二次医療提供体制の確保（資料②Ｐ１～５） 

・市内で唯一の二次救急医療機関として、二次救急医療体制及び小児救急医療

体制を確保する。 

⇒救急救命士の活用等により必要な人員確保を図り、伊賀地域二次救急輪番

の堅持及び２４時間３６５日の小児救急医療体制の確保を図る。 

・地域全体の医療の質の向上を図るため、地域の医療機関等との役割分担と連

携強化を推進する。 

⇒地域医療支援病院として、地域医療機関との病診連携を推進する。 

⇒地域医療連携部を設置し、入退院支援、病診連携、患者サポート等を総合

的に実施する。 

【目標指標】 

 Ｒ６実績  Ｒ１０ 

救急車受入件数 ２，６７１件  ２，７５０件 

救急応需率 ９５．０％  ９８．０％ 

紹介率 ６８．０％  ７６．０％ 

逆紹介率 ７０．０％  ７５．０％ 
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・医療従事者の確保と専門性の向上（資料②Ｐ７） 

・働きやすい職場環境の整備とキャリアアップ支援に取り組み、「なりたい看

護師」を目指せる組織を構築する。 

⇒職員の研修計画を担う「教育研修センター」の設置 

⇒認定看護師等の専門資格取得を支援するための費用助成を制度化 

・収益への影響が大きい病床稼働率の改善が必要となるため、看護師確保によ

り、病床制限を段階的に解除することを目指す。 

⇒リファラル採用（職員からの紹介制度）の導入、カムバック採用の促進 

⇒負担軽減につながる薬剤師の病棟配置のため、薬剤師の初任給を引上げ 

 【目標指標】 

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ 

看護師数 １４２人 １４７人 １５２人 １５８人 １６４人 

病床稼働率 ― ５９％ ６２％ ６６％ ７０％ 
 

・組織と運営管理体制の確立（資料②Ｐ１４） 

・経営責任を負う理事会の指示系統を明確にし、迅速かつ的確な意思決定を行

える組織体制を構築する。 

⇒理事長及び理事が経営に責任を持ち、各部門のミッション達成を推進 

・内部統制を実施する組織体制を構築する。 

⇒監事が会計監査及び業務監査を実施 

⇒法人組織や部門に対する内部監査を行うため、内部統制室を設置 

⇒内部通報及び外部通報窓口の設置 

・働きやすい就労環境の整備（資料②Ｐ１８） 

・職員が働きやすい就労環境の整備は必要不可欠であるため、就労に係る規程整

備、福利厚生の充実、業務効率化による運用の見直しを行う。 

⇒日勤専従・夜勤専従正規職員、職員の兼業の制度化 

⇒体調不良時に病院の施設を利用できる福利厚生受診の制度化 

⇒院内託児所利用料の無償化、院内病児・病後児保育の検討 

⇒毎年度「職員やりがい度調査」を実施 

【目標指標】 

 Ｒ６実績  Ｒ１０ 

職員やりがい度 ―  同規模病院の平均 

有給休暇取得率 ４９．５％  ６０．０％ 
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・収支の改善（資料②Ｐ２０） 

・持続可能な経営のため、経常収支比率及び修正医業収支比率の改善を図る。

第１期計画期間では、組織の基盤づくりを最優先とし、より良い状態で次期

中期計画期間に引き継ぐことを目指す。 

【目標指標】 

 Ｒ６実績  Ｒ１０ 

取組効果額（年間） ―  ＋２億円 

経常収支比率 ８６．２％  ９９．４％ 

修正医業収支比率 ７８．０％  ８９．９％ 
 

 

２．法人運営のための関連予算に係る議案について 

（１）地方独立行政法人名張市立病院資金貸付事業等特別会計条例の制定について 

  ア 条例制定の趣旨及び内容 

    法人の設立に伴って、法人に対する資金の貸付け及び法人に係る地方債の償還事

務の経理を明確にして、その適正を図るため、地方自治法第２０９条第２項の規定

により、地方独立行政法人名張市立病院資金貸付事業等特別会計を設置するもので

す。 

    法人は、自ら地方債を発行することができず、設立団体である本市からしか長期

借入金を受けることができません（地方独立行政法人法第４１条第４項）。法人移

行後は、設備投資等に必要な資金について、本市が法人に貸し付け、法人が本市に

償還した原資により本市が借入先に償還することとなります。 

    また、名張市病院事業が法人の設立前に発行した地方債の償還の義務は、法人に

は承継せず、本市に残ることとなります（同法第６６条第１項）が、同法第８６条

第１項の規定により、法人がその負担を行うこととなります。      

これらのことを踏まえて、この特別会計においては、法人の負担金、法人への貸

付金の償還金及び利子、地方債その他の収入をもってその歳入とし、法人への貸付

金、地方債の償還金及び利子その他の支出をもってその歳出とします。 
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  イ 条例の施行期日 

    公布の日から施行します。 

（２）令和７年度地方独立行政法人名張市立病院資金貸付事業等特別会計予算について 

名張市病院事業が法人の設立前に発行した地方債について、法人の負担金を歳入と

し、市の償還金を歳出とするほか、本年度において、法人が設備投資をするに当たっ

て必要となる資金について、本市が起債し、法人に貸し付けるため、所要の予算措置

を講じることとします。 

（３）令和７年度名張市一般会計補正予算（第４号）について 

法人の設立に伴い、法人運営に要する病院事業運営費負担金の追加など、所要の予

算措置を講じます。 

 

【地方独立行政法人法第４１条第４項】 

〇 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただ

し、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。 

【地方独立行政法人法第６６条第１項】 

〇 移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業

務に関し、現に設立団体が有する権利及び義務（当該移行型地方独立行政法人

の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち

当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るも

のを除く。）のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、

当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人

が承継する。 

【地方独立行政法人法第８６条第１項】 

〇 公営企業型地方独立行政法人（移行型地方独立行政法人であるものに限る。

以下この項及び次条において同じ。）は、設立団体に対し、第６６条第１項に

規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還

されていないものに相当する額の債務を負担する。 
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